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第４回定例会（概要）

［ 会 期 日 程 ］

１２月４日（木）　本会議

１２月５日（金）　（議案熟考のため休会）

１２月６日（土）　休会

１２月７日（日）　休会

１２月８日（月）　（議事整理のため休会）

１２月９日（火）　本会議（一般質問１日目）

１２月１０日（水）　本会議（一般質問２日目）

１２月１１日（木）　（議事整理のため休会）

１２月１２日（金）　本会議（最終日）

　平成２６年第４回平川市議会定例会は、１２月４日から１２日までの９日間を会期として開催されま

した。

　本定例会では、議員提出議案２件、条例案１件、条例改正案５件、人事案件１件、指定管理者の指

定及び指定管理者の管理の期間７件、平成２６年度補正予算案８件、協定の変更案１件、規約の変更

案３件、契約の変更案１件、市道路線の廃止及び認定案各１件、市有財産の無償譲渡について１件、

報告１件、請願１件の合わせて34件が上程されました。

　これらを慎重に審議した結果、議員提出議案第３号、第４号については、無記名投票により反対多

数で否決となり、議案第１３１号、第１３２号は起立採決により原案可決、請願第４号は起立採決の結果

不採択となりました。その他の議案についてはすべて原案同意、原案可決、承認となりました。
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第４回定例会（審議した議案）

●人権擁護委員に

下
し も

山
や ま

　美
み

津
つ

子
こ

　氏を同意

　人権擁護委員　下山美津子氏の任期が平成２７年３

月３１日をもって満了するので、再任について同意した。

　住　所　平川市高木

　　　　　昭和２２年生

●平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例案
　市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため。

●平川市特別職の職員の給料等に関する条例の

一部を改正する条例案
市長等の職員の期末手当の支給割合を改めるため。

●平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等

に関する条例の一部を改正する条例案
　教育長の期末手当の支給割合を改めるため。

●平川市職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例案
　青森県人事委員会の給与等に関する報告及び勧告

等にかんがみ、職員の給料月額並びに通勤手当及び

勤勉手当の額を改定するため。

（※上記４つの条例案は平成２６年１２月１２日から施

行する。ただし、第２条の規定は平成２７年４月１

日から施行、第１条は平成２６年１２月１日から適用

する）

●平川市碇ヶ関温泉会館条例の一部を改正する

条例案
（平成２７年４月１日から施行）

　平川市碇ヶ関温泉会館の公衆浴場料金を改正する

ため。

質　疑

　問 　なぜ市民の料金が５０円増で市民以外の料金はそ

のままなのか。

　答 　市民と市民以外の料金の差によりトラブルの原因

となるため、将来的には同一の料金にしたい。

●平川市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例案
（規則で定める日から施行）

　子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律の施行による児童福祉法の一部改正

に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定めるため。

質　疑

　問 　児童館と児童クラブの違いは。

　答 　児童館は大体１８歳くらいまで、児童クラブは小

学６年生までが対象である。

●定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の

締結について
　弘前市との間における弘前圏域定住自立圏の形成

に関する協定の一部を変更する協定の締結につい

て、平川市議会の議決すべき事件を定める条例第２

条の規定及び弘前圏域定住自立圏の形成に関する協

定書第５条の規定により、議会の議決を必要とする

ため。

質　疑

　問 　大石武学流の庭園の調査、普及及び活用につい

て、修繕等の負担はどうなるのか。

　答 　この協定は費用負担を含めたものではなく、それ

ぞれの市町村にあるものはそれぞれの市町村が負

担する。

人 事 案 件

条例案・条例改正案

そ の 他
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第４回定例会（審議した議案）

●青森県市町村総合事務組合を組織する地方公

共団体数の増加及び青森県市町村総合事務組

合規約の変更について
（平成２７年４月１日から施行）

　平成２７年４月１日から構成団体として青森市を加

入させること及び共同処理する事務のうち市町村税

等の滞納整理に関する事務に青森市を加えることか

ら、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体数の増加及び青森県市町村総合事務組合規約の

変更について関係地方公共団体と協議する必要があ

るため。

●津軽広域連合規約の一部変更について
（平成２７年４月１日から施行）

　計画期間満了による津軽広域連合広域計画の改定

に伴い規定を整理するほか、規約を変更することに

ついて、地方自治法第２９１条の１１の規定により、議

会の議決を必要とするため。

●黒石地区清掃施設組合規約の一部変更について
（平成２７年４月１日から施行）

　構成団体である青森市が、同市浪岡地区のし尿及

び浄化槽に係る汚泥を平成２７年４月１日から青森市

において処理することに伴い、黒石地区清掃施設組

合規約の一部を変更することについて、関係地方公

共団体と協議する必要があるため。

●工事委託契約の一部変更について
　古懸交差点改良工事について、工事内容の変更に

よる契約金額の変更をするため。

●市道路線の廃止について
　道路法第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線

を廃止するため。

●市道路線の認定について
　道路法第８条第２項の規定に基づき、市道の路線

を認定するため。

●市有財産の無償譲渡について
　市有地を農事組合法人金屋水稲生産組合に無償譲

渡するため。

質　疑

　問 　土地の評価額が１，２７７万６，９３１円となっている

が、組合は今後、どのくらいの税負担になるのか。

　答 　譲渡後の固定資産税は１２万５，２００円である。

●専決第６号　平成２６年度平川市大字大光寺

財産区一般会計補正予算（第１号）
（原案承認）

　歳入歳出予算総額にそれぞれ１８９万円を追加し、

予算総額を４０４万９，０００円とする。

●集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を求め

る意見書採択の請願
（不採択）

趣旨：集団的自衛権行使は、自衛隊がアメリカの要請

に応じて海外での戦闘に参加させられること

になる。また、解釈改憲によって戦後一貫し

て確立してきた立憲主義が否定されることか

ら、自民党内部からも厳しく批判されている。

　　　この件について、通常国会での不十分な議論だ

けで強行したことは、決して認めることはで

きない。

　歳入歳出予算総額にそれぞれ３億２，７５３万円を追加

し、予算総額を１７７億４，８４８万３，０００円とする。

　歳入歳出予算総額にそれぞれ７，１１５万１，０００円を追

加し、予算総額を４３億１，８８１万３，０００円とする。

　歳入歳出予算総額にそれぞれ２，１７９万２，０００円を追

加し、予算総額を３６億４，５０２万７，０００円とする。

　歳入歳出予算総額にそれぞれ２，３８０万９，０００円を減

額し、予算総額を２億９，９６１万７，０００円とする。

　歳入歳出予算総額にそれぞれ９２万９，０００円を追加

し、予算総額を３億４，２３７万８，０００円とする。

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

学校給食センター特別会計

国民健康保険診療施設
事 業 診 療 所 特 別 会 計

補 正 予 算

請 願

報 告
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　収益的収入及び支出のうち、支出について、配水

場・増圧ポンプ場電気料を１２万１，０００円増額、人

件費の補正により３９万４，０００円を増額し、合わせて

５１万５，０００円を増額するものである。

　収益的収入及び支出のうち、支出について、動力費、

光熱水費、人件費を総額３８１万４，０００円増額するもの

である。

新館財産区

　歳入歳出予算総額にそれぞれ１万２，０００円を追加し、

予算総額を１０万８，０００円とする。

●平川市尾上農村環境改善センター「さるか荘」

及び平川市ふるさとセンターの指定管理者の

指定及び指定管理者の管理の期間について

質　疑

　問 　さるか荘で大規模な改修工事があるが、水回り

も含まれるのか。

　答 　現在、漏水箇所があり、それらを全部含んでの工

事となる。

●平川市駅前駐車場の指定管理者の指定及び指

定管理者の管理の期間について

●平川市津根川森牧野の指定管理者の指定及び

指定管理者の管理の期間について

●船岡集会所の指定管理者の指定及び指定管理

者の管理の期間について

●平川市碇ヶ関育苗施設の指定管理者の指定及

び指定管理者の管理の期間について

●平川市地域特産品生産施設、平川市かわや

棟、平川市文化観光館、平川市碇ヶ関関所及

び平川市温泉交流館「御仮屋御殿」の指定管

理者の指定及び指定管理者の管理の期間につ

いて

●平川市久吉温泉自然休暇村たけのこの里の指

定管理者の指定及び指定管理者の管理の期間

について

質　疑

　問 　なぜ管理期間が２年なのか。

　答 　施設の老朽化や経費の増、収入の減等により赤字

が増えたため。

第４回定例会（審議した議案）

水道事業会計

下水道事業会計

財産区一般会計

指定管理者の指定及び指定管理者の管理の期間一覧表

施　設　名　称 指定管理者 期　　　　　間

平川市尾上農村環境改善センター

「さるか荘」及び平川市ふるさとセンター
有限会社おのえ企画 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日

平川市駅前駐車場 ふれあいタウンひらか 〃

平川市地域特産品生産施設、平川市かわや棟、

平川市文化観光館、平川市碇ヶ関関所及び

平川市温泉交流館「御仮屋御殿」

碇ヶ関開発株式会社 〃

平川市久吉温泉自然休暇村たけのこの里 〃 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日

平川市津根川森牧野 津根川森牧野管理組合 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日

船岡集会所 久 吉 地 区 町 会 〃

平川市碇ヶ関育苗施設 久吉地区野菜育苗組合 〃

指定管理者の指定及び
指定管理者の管理の期間
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第４回定例会（審議した議案）

　逮捕から刑の確定までは長い時間と手続き等が

あり、逮捕された時点で報酬の支給停止をするの

は冷静な判断とは言えない。制定するならば、刑

が確定した後で、支給済みの報酬を返還請求でき

る仕組みを模索するべきである。この条例案では

判断する者が不在であり、逮捕する警察の判断に

委ねている。慎重な審議をし、議会の議決をもっ

て支給停止を決定するという形ではないため、反

対する。

　法律上、普通地方公共団体はその議会の議員に

対し議員報酬を支給しなければならず、条例を

もってこれを支給しないことを定めることは許さ

れないため、市が訴訟される可能性がある。全国

的な支給停止は議員全員が提出者であることか

ら、全議員の提出者が必要と考える。この議案も

慎重に行動する必要があり、議論を尽くし、事の

基礎をつくり、改選後に条例案を提出することが

本筋ではないかと考えるため、反対する。

①提案理由では、「平川市議会が市民に不信をもた
らした」とあるが、この事件は市議会が決議した
ものではない。補欠選挙の執行経費は高額である
が、選挙をしなければ議会が機能せず、その金額
以上に市民が不利益を受けることになる。

②補欠選挙は法の定めによる行政の義務であり、
補欠選挙で当選した議員及び無関係議員による一
律負担にはその理由がない。
　この提案は未完のもので提案に値しないもので
ある。

反対討論あり

反対討論あり

反対討論あり

　民主主義というのは合議が原則である。前回の

議員報酬に関する条例案は、事前にまったく説明

も議論もなかったために反対したが、今回は説明

も議論もあり、個人的にも何らかのけじめをつけ

なければならないという思いもあるため、賛成す

る。

賛成討論あり

●平川市議会議員の議員報酬の特例に関する条

例案
（否決）

　公職選挙法違反事件において、本年７月に行われた議

員補欠選挙の執行経費についても不満の声があり、議員

自らが同額相当の議員報酬を減額するため。

　減額：議員月額報酬５０％

　期間：平成２７年１月１日から

　　　　平成２７年７月３１日まで

　総額：１，８８９万３，０００円

●平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例案
（否決）

　現在公判中の議員には、議員活動がままならぬ状況下

でも議員報酬が支給されており、市民は納得しない。全

国の市議会においては、議員の不祥事による停止や不支

給、月額制から日当制にするなどの条例改正が行われて

いるため、当市においても議員報酬の停止及び不支給の

条例を制定するべきである。

◆これまでの経緯◆

　平成２６年１月の平川市長選挙で、公職選挙法違反により平川市議会議員８名が辞職・失職し、

さらに６名が逮捕されました。７月に補欠選挙が行われ、その後１人が辞職しました。これを受け、

９月の平川市議会第３回定例会において、補欠選挙費用及び福祉向上等に使用するため議員報酬を

２３％減額し、５年間で総額１億円を還元する旨の議員提出議案が１件提出されました。

　慎重な審議の結果、「提示金額に根拠がなく、議員活動に支障を与えかねない。改選後の議員にも

責任を科すことになる。また、表決も定足数の半数以下の賛否は効力があるのか疑問」とする反対

討論と、「犯した罪は個人が償うのが当然であるが、議会としても反省と戒めを込めて責任ある

態度を示すべき」との賛成討論があり、無記名投票の採決の結果、否決されました。

　今議会でも、同様の趣旨から議員報酬に関する議員提出議案が２件提出され、以下の討論の

のち無記名投票で採決の結果、両議案とも否決されました。

（２件を要約）

議 員 提 出 議 案
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議決一覧表

第４回 定例会議決一覧表
議案
番号

議　　案　　名
本　会　議 常任委員会

結　果 備　考 付託先 結　果 備　考

【人事案件】

１２６ 人権擁護委員候補者の推薦について 原案同意 付託省略

【条例案・条例改正案】

１２７
平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例案

原案可決 付託省略

１２８
平川市特別職の職員の給料等に関する条例の一部
を改正する条例案

原案可決 付託省略

１２９
平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関
する条例の一部を改正する条例案

原案可決 付託省略

１３０
平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例案

原案可決 付託省略

１３１ 平川市碇ヶ関温泉会館条例の一部を改正する条例案 原案可決 起立採決 付託省略

１３２
平川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
関する基準を定める条例案

原案可決 起立採決 付託省略

【そ　の　他】

１３３
定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結
について

原案可決 付託省略

１３４
青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団
体数の増加及び青森県市町村総合事務組合規約の
変更について

原案可決 付託省略

１３５ 津軽広域連合規約の一部変更について 原案可決 付託省略

１３６ 黒石地区清掃施設組合規約の一部変更について 原案可決 付託省略

１３７ 工事委託契約の一部変更について 原案可決 付託省略

１３８ 市道路線の廃止について 原案可決 付託省略

１３９ 市道路線の認定について 原案可決 付託省略

１４０ 市有財産の無償譲渡について 原案可決 付託省略

【指定管理者の指定及び指定管理者の管理の期間について】

１４１
平川市尾上農村環境改善センター「さるか荘」及
び平川市ふるさとセンターの指定管理者の指定及
び指定管理者の管理の期間について

原案可決 付託省略

１４２
平川市駅前駐車場の指定管理者の指定及び指定管
理者の管理の期間について

原案可決 付託省略

１４３
平川市津根川森牧野の指定管理者の指定及び指定
管理者の管理の期間について

原案可決 付託省略

１４４
船岡集会所の指定管理者の指定及び指定管理者の
管理の期間について

原案可決 付託省略

１４５
平川市碇ヶ関育苗施設の指定管理者の指定及び指
定管理者の管理の期間について

原案可決 付託省略

１４６

平川市地域特産品生産施設、平川市かわや棟、平
川市文化観光館、平川市碇ヶ関関所及び平川市温
泉交流館「御仮屋御殿」の指定管理者の指定及び
指定管理者の管理の期間について

原案可決 付託省略

平成２６年
（１２月議会）
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議決一覧表

議案
番号

議　　案　　名
本　会　議 常任委員会

結　果 備　考 付託先 結　果 備　考

１４７
平川市久吉温泉自然休暇村たけのこの里の指定管
理者の指定及び指定管理者の管理の期間について

原案可決 付託省略

【補正予算案】

１４８ 平成２６年度平川市一般会計補正予算案（第４号） 原案可決 付託省略

１４９
平成２６年度平川市国民健康保険特別会計補正予算
案（第２号）

原案可決 付託省略

１５０
平成２６年度平川市介護保険特別会計補正予算案
（第２号）

原案可決 付託省略

１５１
平成２６年度平川市国民健康保険診療施設事業診療
所特別会計補正予算案（第２号）

原案可決 付託省略

１５２
平成２６年度平川市学校給食センター特別会計補正
予算案（第２号）

原案可決 付託省略

１５３
平成２６年度平川市水道事業会計補正予算案（第３
号）

原案可決 付託省略

１５４
平成２６年度平川市下水道事業会計補正予算案（第
２号）

原案可決 付託省略

１５５
平成２６年度平川市新館財産区一般会計補正予算案
（第２号）

原案可決 付託省略

【報　　　告】

１０
専決処分した事項の報告並びに承認を求めることについて

・専決第６号　平成２６年度平川市大字大光寺財産区
一般会計補正予算（第１号）

原案承認 付託省略

【議員提出議案】

３
平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例案

否決
無記名

投票採決
付託省略

４ 平川市議会議員の議員報酬の特例に関する条例案 否決
無記名

投票採決
付託省略

【請　　　願】

４
集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を求める意
見書採択の請願

不採択 起立採決 付託省略

議会を傍聴してみませんか
定例会は３月、６月、９月、１２月に行われます。
傍聴される方は、議会当日に議会事務局までお越しください。

詳しくは議会事務局まで　電話（０１７２）４４－１１１１（内線１５１１）

　市のホームページよりアクセスできま
す。視聴方法や議会の日程等も掲載して
おりますので、是非ご確認ください。

平成２６年１２月議会から

インターネットで中継も！

１２月議会の様子（ライブ中継）
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一 般 質 問

１．古川　敏夫　議員（一括質問方式）
　１．福祉行政について

　２．地域活性化事業について

２．三浦　純一　議員（一括質問方式）
　１．平川市産農産物のＰＲについて

　２．平川市ねぷたまつりについて

　３．教育問題について

３．工藤　竹雄　議員（一括質問方式）
　１．平成２７年度予算編成について

４．桑田　公憲　議員（一括質問方式）
　１．観光行政について

　２．教育行政について

　３．農業行政について

５．大川　　登　議員（一括質問方式）
　１．新市建設計画について問う

平成２６年 第４回（１２月）定例会　一般質問傍聴席

６．齋藤　律子　議員（一問一答方式）
　１．市長の政治姿勢について

　２．農業問題について

　３．平賀農村環境改善センターの業務委託について

　４．平成２７年度予算編成について

７．工藤　輝昭　議員（一問一答方式）
　１．津軽地域保健医療圏自治体病院機能再編成推進協

議会について

　２．介護保険制度について

８．齋藤　政子　議員（一括質問方式）
　１．市道尾崎浅井１３号線の行き止まりの解消につ

いて

　２．白岩まつりの復活について

９．石田　昭弘　議員（一問一答方式）
　１．市長公約の「産業で元気」について

　２．市長公約の「安全・安心・健康で元気」について

１０．小野　敬子　議員（一括質問方式）
　１．平川市における文化財（絵馬等）の保存について

　２．平賀総合運動施設整備事業について

※１２月定例会では２３名の方が傍聴されました
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一 般 質 問

１．福祉行政について

　　問 　高齢者に対する制度の説明、情報提供についての考えは。

　　答 　市では、制度が改正するその都度、広報等で内容の周知を行って

きており、特に高齢者にはサービス利用時等の機会もとらえて事業

内容の説明を行い、不安の解消に努めている。

　　　　平成２６年６月にも医療・介護総合確保法が制定、介護保険法も改

正されたため、それに伴う新事業の内容や実施時期については決ま

り次第、広報、ホームページ、パンフレット等により、できるだけ

分かりやすくお知らせしたい。

２．地域活性化事業について

　　問 　あおもり１０市大祭典における平川ねぷたの参加について。

　　答 　市内のねぷた団体と協議したところ、移送できる構造ではなく、

運行スタッフも集められず参加はできないとのこと。世界一の扇ね

ぷたは、その大きさから運搬・運行ともに不可能であり、ねぷたに

代わるパレードについても、他市の高いレベルの演目に見合うもの

がなく、残念ながら不参加とした。

　　　　来年度は移送用のねぷた製作も含め、参加できるものがないか前

向きに検討したい。

古川　敏夫　議員

１．平川市産農産物のＰＲについて
　　問 　市ホームページからのＰＲ発信力の強化について。
　　答 　当市は津軽地域で最も品質の優れたリンゴの産地であるので、当

市のリンゴ生産者や関係機関等にリンクできるようにする等、作業
工程をスライドショーにすることを含めて検討したい。

２．平川市ねぷたまつりについて
　　問 　①運行安全対策について。
　　　　②冬ねぷたを実施した成果と今後について。
　　答 　①関係団体には、安全帯の着用、飲酒の禁止等の安全対策マニュ

　アルを作成、遵守するよう指導した。夏のねぷたに向け、昇降装
　置の点検講習会等、万全な安全対策を実施する予定である。

　　　　②５年間で延べ２万８，０００人の観客を動員。徐々に県外の観光客
　も増え、ツアーの商品化も検討されている。来年度は市制施行１０
　周年のため、今後、各団体と協議し前向きに考えたい。

３．教育問題について
　　問 　インターネットでのいじめ等の現状と対策について。
　　答 　平成２６年１１月末時点のスマートフォン等の所持率は、小学生

１５．５％、中学生３２．１％。ＰＣ等によるインターネットの利用率
は、小学生２３．１％、中学生３１．５％の状況である。トラブルは過去
３年間で、小学校１件、中学校１５件。対策として、県教委等による
ネットパトロールで平川市教育委員会に情報提供され、当該児童生
徒の学校へ連絡、速やかに対応できるよう努めている。

三浦　純一　議員
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一 般 質 問

１．平成２７年度予算編成について

　　問 　①最重点課題・施策はなにか。

　　　　②少子化対策の重要施策について。

　　　　③尾上公民館の建物解体後の敷地利用について。

　　　　④国の地方創生の推進と平川市の基本理念との大きな相違はな

　にか。

　　答 　①最重点施策は、人口減少対策の強化、防災対策に重きをおいた

　安全・安心なまちづくり、子どもの教育環境の整備、６次産業化

　の推進をはじめとする産業振興対策、市制施行１０周年を契機とし

　た市民一体感の醸成の５つである。

　　　　②来年度の重要施策は、病後児保育事業の実施や第２子以降の保

　育料無料化の継続、尾上公民館の建物解体後の敷地利用を予定し

　ている。

　　　　③現在、整地後は町会の行事や商工会、商店街等の利用者に活用し

　ていただく考え。要望にある庭園の存続は、相当の維持管理費が

　かさむことから、管理のあり方も含め関係者と協議を進めている。

　　　　④若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、東京一極集中の

　歯止め、地域の特性に即した地域課題の解決という３つの視点を

　基本としているのが国の方針であり、平川市の基本理念の中の、

　定住促進・少子化対策・地域活性化・農業所得向上・観光強化推

　進の５項目と共通しており、大きな違いはないものと考える。

１．観光行政について

　　問 　①世界一のねぷたの耐久性について。また、知覧ねぷた祭りにつ
　いて、経費と個人負担額は。

　　　　②小・中学校の校外活動を市内景勝地で実施することはできないか。
　　答 　①製作後約１６年経過しており、強度は測定方法や基準が定まって

　おらず、明確に判断するのは困難である。知覧ねぷた祭りの一人当
　たりの経費は約９万２，０００円。そのうちの個人負担が４万２，０００
　円である。

　　　　②今後、教育委員会と協議し、各小・中学校の学校行事での活用
　についてお願いしていきたい。

２．教育行政について

　　問 　①少子化による今後の見通しは。
　　　　②今後、青年層の社会教育をどのように行うのか。
　　答 　①現在から平成３２年までの６年間で約４００人減の推計である。

　当面は学校数を維持し、維持できない場合は地域や保護者の意見
　を伺いながら、統合等を含め学校の適正配置を検討するとしている。

　　　　②新事業として未来の担い手育成講座の開講や、市民交流広場の
　開設などの育成事業を考えている。

３．農業行政について

　　問 　災害復旧の進捗状況について。
　　答 　現在の進捗率は農林課所管分８７％、土木課所管分８１％。復旧工

事の未発注箇所は農林課所管分９件、土木課所管分８件で合計１７件
である。

工藤　竹雄　議員

桑田　公憲　議員

尾上公民館
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一 般 質 問

１．新市建設計画について問う

　　問 　①本庁舎建設事業について、その委託方法は。

　　　　②流・融雪溝の整備促進について。

　　　　③雨水災害対策について、市長の考えは。

　　答 　①来年度策定する基本計画をもとに、設計する業者を選定するプ

　ロポーザル方式、または、設計された案を選定するコンペ方式の

　いずれかを採用することとしている。

　　　　②整備が可能な地域は、碇ヶ関地区全域、唐竹・広船地区など道

　路勾配が確保されていること、放流先の河川等が整備されている

　地域に加え、水源の確保が絶対条件となる。下水道の処理水を使

　用する案については、各処理施設の排水量が少なく、整備区域ま

　での通水に係るポンプ施設・圧送管等の経費など多大な事業費を

　要するため、処理水活用の流雪溝整備は困難かと考える。

　　　　　河川水を利用でき、水源確保が可能な地域については検討したい。

　　　　③平成２７年度に集水区域、排水の流末調査、整備手法を検討し、

　平成２８年度以降に整備計画を進めていきたい。

大川　　登　議員

１．市長の政治姿勢について
　　問 　①不正入札疑惑の報道について、市長の考えは。
　　　　②不正入札疑惑報道に対し、公正・公平について市長の考えは。
　　答 　①報道が１０月以来なく、状況を承知していないため所見は控える。
　　　　②市政運営にあたりコンプライアンスと透明性の確保を心掛けてい

　る。また公共工事の業者選定は、１，０００万円以上の建設工事は入札
　制度等検討委員会の審議を経て、条件付一般競争入札により行っ
　ている。

２．農業問題について
　　問 　⑴国の農政改革に対しての見解を問う。
　　　　⑵①米価の下落対策について、平川市の対策は。
　　　　　②国に対し、平川市農業委員会として建議を上げてほしい。
　　答 　⑴農政改革で見直される内容は３点あり、今後改革がどう具現化

　していくのか注視していきたい。
　　　　⑵①今議会の補正予算に平成２６年産米の価格下落による減収を緩

　　和するための助成を提案している。
　　　　　②青森県市長会等の国に対する緊急要望などがすでに実施されてお

　　り、当農業委員会の建議書による要請は見送ったところである。

３．平賀農村環境改善センターの業務委託について
　　問 　駐車スペース不足や敷地内通り抜け禁止などの問題点について。
　　答 　ひらかドーム駐車場の利用などの柔軟な対応をしており、また改

善センターの庭園を整備し、駐車スペースを設けた。通り抜けの件
は利用者の安全対策として禁止したものである。

４．平成２７年度予算編成について
　　問 　市費単独補助金等の見直しについて、市当局の考えは。
　　答 　終期設定による縮減・合理化を図ることで、限りある財源でより

効果的な補助金施策を実施できると考えている。

齋藤　律子　議員

流 雪 溝

平賀農村環境改善センター
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一 般 質 問

１．津軽地域保健医療圏自治体病院機能再編成推進協議会について
　　問 　①協議会設置の背景や具体的な目的について。
　　　　②平成２７年３月策定予定の計画について、現在の進捗状況は。
　　　　③中核病院が建設された場合の平川市の財政負担やその他の影響は。
　　答 　①医師不足、診療科偏在等の課題の解決や、当圏域の２次救急医

　療の持続のためには自治体病院の機能再編成が必要であり、具体
　的な機能分担と連携方策等を協議検討するため設置したところで
　ある。

　　　　②協議会で専門部会を設け、再編成計画策定を準備する中で、各都
　道府県が地域医療構想（ビジョン）を医療計画において策定するこ
　ととした法律が成立したため、現在、県の動向を見守っている。

　　　　③資料の収集や運営方法等の業務に時間を費やされて費用負担等
　の協議が進んでいないため、現時点では回答はできない。

２．介護保険制度について
　　問 　①現段階での第６期介護保険事業計画の介護保険料の傾向は。
　　　　②地域支援事業に移行する要支援者は、平川市ではどのようにな

　るのか。
　　答 　①現在、介護給付費に占める介護予防通所介護と介護予防訪問介

　護の割合は約３％で、これらが地域支援事業に移行しても介護保
　険料を引き下げるほどの効果はないものと考えており、むしろ今
　後団塊世代が介護の年代に入ることから、第６期は保険料の負担
　の増加を考えている。

　　　　②移行により、既存の介護事業所等のほかＮＰＯや民間事業者な
　どの地域の多様な社会資源を活用したものの中から選択すること
　になる。利用についてはニーズを尊重しながら介護認定状況、身
　体的精神的状況、家族環境等総合的に判断し、市が決定する。

１．市道尾崎浅井１３号線の行き止まりの解消について

　　問 　すみ切りの改良と行き止まりの解消について。

　　答 　 他の地域の袋小路もあるため、緊急性・必要性を十分調査し、計

画的に整備をしていく必要がある。また、尾崎浅井１３号線同様、袋

小路状態にある尾崎稲元１号線は今年で工事が完了する見込みであ

り、尾崎浅井５号線は、今年度に測量設計と用地補償を行い、来年

度において工事の予定となっている。市道尾崎浅井１３号線について

も、町会及び関係地権者と協議し、今後、他の地域等の道路計画と

調整を計りながら長期総合プランに計上し、検討していきたい。

２．白岩まつりの復活について

　　問 　白岩まつりの復活について、市長の考えは。

　　答 　平成２５年度の災害による補修は景勝地を優先的に行い、遊歩道は

平成２７年度からの予定である。平成２７年５月下旬の白岩まつり開

催時期までの補修完了は困難となっているため、白岩まつりの再開

は平成２８年度以降となる見通しである。

工藤　輝昭　議員

齋藤　政子　議員

尾崎浅井１３号線
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一 般 質 問

１．市長公約の「産業で元気」について

　　問 　①６次産業化、商品開発と販売ブランドづくり、ＰＲ強化のその
　後の取り組みについて。

　　　　②中南地域農林水産部食品加工研修室取得と運営の見通しは。
　　答 　①１０月上旬にプロジェクト案の機構を整備し、検討部会で原案を

　協議、平川市産業の元気プロジェクト委員会で事業の検討を行っ
　ている。その検討結果の報告後、平成２７年度以降の予算に反映し
　ていきたい。

　　　　②現在、平成２８年４月からの運営を目指して県と調整中である。

２．市長公約の「安全・安心・健康で元気」について

　　問 　①集会所の耐震診断の進捗状況・経費と改修の場合の経費は。
　　　　②「短命県返上」に対する平川市の原因と取り組みについて。
　　　　③「短命県返上」に対する小・中学校の健康教育の取り組みにつ

　いて。
　　答 　①現時点では４施設が実施済、要診断が１５施設であり、平成２７

　年度から３年間で実施を検討中。費用は１５施設で約２，４００万円。
　補修工事の経費負担は市が全額負担である。

　　　　②原因は喫煙等の生活習慣と自殺者が多いことであり、特定健診
　受診者に結果の説明と食生活等の情報提供などの支援やがん検診
　の無料化、健康アップ講座などの健康教育事業を実施している。

　　　　③教科書を用いた指導のほか、歯磨きや食の指導、運動習慣定着
　の取り組み等を行い、児童生徒の主体的な健康づくりに努めてい
　きたい。

石田　昭弘　議員

１．平川市における文化財（絵馬等）の保存について

　　問 　指定のない文化財へのこれからの対応は。また、地元文化財の教

育、観光への活用について。

　　答 　国庫補助事業を活用して文化財所有者への支援を行うほか、展

示、体験学習、見学会、講座を開催している。小・中学校において

は、社会科、道徳、総合的な学習の時間等で地域の貴重な文化財を

学び、郷土の歴史、文化の価値を理解し、郷土に誇りを持つ人づく

りに努めていきたい。

　　　　指定のない文化財は、引き続き情報収集や調査を行い、内容等の

詳細を確認した上で平川市の貴重な資料の保護・保存に努める。

２．平賀総合運動施設整備事業について

　　問 　施設の外周等にハンカチツリーを植樹してほしい。

　　答 　現在の計画では、植樹はケヤキとコナラの予定である。第１期工

区との調整や施設の良好な環境づくり、休息時の木陰、落葉による

各競技への影響や肥培管理等を考慮して樹種を決定した。

　　　　ハンカチツリーについては、外周はランニングコースを予定して

おり、落葉による利用者への影響の可能性や施設管理等の影響など

も心配されることから、計画の中には組み入れていない。ただ、将

来的にハンカチツリーをシンボルとした地域づくりに関しては賛同

している。

小野　敬子　議員

ハンカチツリーの花

※写真は㈱陸奥新報社様からご提供いただきました。
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請願・陳情について

　請願・陳情は、国民が要望を官公署などに申し出る行為です。

　未成年、外国籍の方、市内に住所を有しない方や、会社、団体など、だれでも提出することができます。

　請願には議員の紹介が必要ですが、陳情は議員の紹介がなくてもできます。

　請願書と書かれていても、紹介議員がいない場合や、その他名称が陳情書以外（要望書・意見書・嘆願書等）で、

陳情に類するようなものは、陳情書と同様に扱います。

　平川市議会での取扱いは、下記のとおりです。

請　　願　　書 陳　　情　　書

提出先 平川市議会議長（会議規則第１４０条）

提出期限 招集告示日の前日（定例会開会日の８日前）まで（平川市議会運営申し合わせ事項）

必要事項

日本語を使うこと（会議規則第１３９条第１項）

趣旨（会議規則第１３９条第１項）

請願者の住所・氏名・押印（会議規則第１３９条第１項） 陳情者の住所・氏名・押印

紹介議員の署名または記名押印（会議規則第１３９条第２項） −

取扱い

内容によって、所管する常任委員会に付託する
（会議規則第１４１条）

本会議にて、その写しを配布し、精読してもらう。
内容を十分に調べて読む。

　↓

委員会で審査する（会議規則第１４３条第１項）

　↓

付託先の委員長が、本会議で審査の結果を報告し、
採決する（採択・不採択）　

　↓　　　　　↓

採択　　　　不採択

　↓（請願者に結果を報告）

市長や関係機関に送付し、願意の実現を求める。（会議規則第１４４条）
※送付を受けた機関は、誠実に処理することは当然ですが、必ずしも願いどおりになるとは限りません。

※国等へ意見書の提出を強く要望される場合は、審議案件となります「請願」にてご提出くださるようお願い

いたします。

　陳情書にてご提出されますと、審議案件とはならずに本会議でその写しを配布し、議員に精読してもらう取

扱いとなっております。

委員会付託を省略し、全議員で

審議する場合もあります

１６ページ請願書・陳情書の出し方は
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再生紙とインクを使って印刷しています。

議会の動き

* 議会の動き*

　好きな言葉の一つに、「ローマは一日にして成らず」があ

る。偉大なるローマができたのは、ローマ市民がローマを

誇りとし、愛した結果であったとする。

　平川市は２０１５年度、旧平賀町、旧尾上町、旧碇ヶ関村が

合併し、誕生してから１０周年を迎える。記念式典や様々な

記念事業も予定され、祝賀ムードに包まれる。

　反面、「人口減少・高齢化社会」などの課題も多く、国

も「地方創生」に本格的に乗り出した。平川市もかねてか

◆◆◆　編 集 室 から　◆◆◆

ら長期プラン「ひと・地域・産業がきらめくまちをめざし

て」に取り組んでいる。

　その意味で２０１５年度は、平川市にとって節目の大事な

年になる。市民の皆様と１０周年を心からお祝いするととも

に、希望に満ちた、明るく元気な未来を創るために、私も

誇りを持って、アイラブ平川を胸に「まちづくり」に貢献

したいと思っている。

（石田昭弘）

１２月　１日

４〜１２日

１６日

１月　５日

６日

８日

９日

１１日

１５日

１６日

１９日

２１日

２５日

２７日

２８日

２月　６日

９日

１１日

１５日

１７日

１８日

２０日

２２日

２６日

〃日

議会運営委員会

平成２６年第４回定例会

黒石記者クラブ筆供養に副議長出席（黒石市）

市民新年を祝う会に議長ほか出席

平賀建築組合通常総会並びに懇親会に議長出席

平川市尾上職人組合通常総会懇親会に議長出席

平川市消防団本部新年会に議長出席

平成２６年度平川市成人式に議長ほか出席

平川市保育連絡協議会新年懇話会に議長出席

叙勲及び褒章受章合同祝賀会に議長ほか出席

議会運営委員会

平川市観光協会新年会に議長出席

特定非営利活動法人平川市文化協会設立祝賀会に

議長ほか出席

西十和田トンネルシンポジウムに議長出席（黒石

市）

十和田市市制施行１０周年記念式典及び祝賀会に議

長出席（十和田市）

第２８回平賀はしご酒まつりに議長出席

平成２６年度青森県市議会議長会第３回定期総会に

議長、事務局長出席（八戸市）

平川市表彰条例及び平川市教育委員会表彰規則に

よる表彰式に議長ほか出席

平成２６年度平川市青少年健全育成市民大会に副議

長ほか出席

議会広報特別委員会

平成２６年度津軽南市町村議会連絡協議会第２回定

期総会・青森県議会議員との懇談会に議長、副議

長、事務局長出席

平成２７年第１回青森県後期高齢者医療広域連合議

会定例会に議長出席（青森市）

つがる市合併１０周年記念式典及び祝賀会に議長出

席（つがる市）

議会運営委員会

議会広報特別委員会

平成２６年

平成２７年
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書
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。
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④
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員
が
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か
な
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【
記
入
例
】

平成　　年　　月　　日

平川市議会議長（氏名）　殿

　　請願（陳情）者　住　所

　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞

　　　　　紹介議員　氏　名　　　　　㊞

○○○に関する請願（陳情）書

【請願（陳情）の要旨】

【理　由】


